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第一章 環境政策を巡る情勢と課題 

１．環境政策を巡る情勢（地球規模の環境問題の深刻化） 

 我が国の環境政策については、政府全体の施策の大綱となる「第三次環境基本計画（平

成 18 年４月）」が閣議決定されている。 

その後、「21 世紀環境立国戦略（平成 19 年６月）」が閣議決定され、その中で、国内

外をあげて取組むべき環境政策の方向と、今後の世界の枠組みづくりへ我が国として貢

献するための指針が明示された。特に、地球規模での環境問題の深刻化として、人為起

源の温室効果ガスの増加による「地球温暖化の危機」、大量生産・大量消費・大量廃棄

型の社会経済活動による「資源の浪費による危機」、開発などの人間活動による「生態

系の危機」の「３つの危機」を指摘し、地球環境問題は、人間の安全保障の問題とも密

接に関連し、人類が直面する最大の試練であると言及している。また、この３つの危機

に対して、温室効果ガス排出量の大幅削減による「低炭素社会」、３Ｒ1を通じた資源循

環による「循環型社会」、自然の恵みの享受と継承による「自然共生社会」の実現が求

められるが、持続可能な社会の構築に向け、これらを個別に目指すのではなく統合的な

取組を展開していくことが不可欠であると指摘している。 

 その後、政府の個別環境分野に係る基本的な計画等についても順次見直しが行われ、

「第三次生物多様性国家戦略（平成 19 年 11 月）」第２次の「循環型社会形成推進基本

計画（平成 20 年３月）」「京都議定書目標達成計画（平成 20 年３月全部改定）」が閣議

決定された。今後、これらに基づき施策が総合的に講じられることとなっている。 

 

２．これまでの取組と今後の課題 

 これまで国土交通省では、美しく良好な環境の保全・再生・創造を国土交通行政の最

重要テーマの一つとして、積極的な取組を行っている。特に、「国土交通省環境行動計

画（平成 16 年６月）」（以下、「前計画」という。）を策定し、環境の保全・再生・創造

を国土交通行政の本来的使命として明確に位置付け、あらゆる局面で環境負荷の低減に

努める国土交通行政のグリーン化を推進してきた。 

 さらに、今般の環境政策を巡る情勢の変化を政策へ的確に反映するため、国土交通省

では、平成 19 年度に環境政策のあり方についてレビューを実施した。その中で前計画

を踏まえた取組状況について総括的に評価を行い、今後の課題として以下の事項を抽出

した。 

                      
1 ３Ｒ：廃棄物等のリデュース（Reduce、発生抑制）、リユース（Reuse、再使用）、リサイクル（Recycle、再生利用）の

総称。 
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◇気候変動に関する認識や切迫度が変化している情勢を踏まえると、前計画の取組は

全般的に危機感の不足がみられる。地球温暖化対策への全部局の参加が期待される。 

◇ 現時点で見ると、前計画の主な取組の中で省エネルギーの側面への問題意識が不

十分である。 

◇ 生物多様性の保全が重要な課題であるにもかかわらず、持続可能な国土の形成の

取組の中において、生物多様性の観点が弱い。 

◇ 気候変動の問題については、環境対策との両輪の観点で適応策の必要性へ言及す

ることが重要である。 

◇ 総合的・統合的な取組が重要である。全体像を持たずに、施設単体やある側面だ

けで単発的に環境対策を行うのみでは不十分であり、局毎の取組の効果的な連携・

統合が依然として十分図られていない。 

◇ グローバルな問題やローカルな問題が絡んできている中で、圏域の広さに応じた

一体的な取組や、時間軸の長さを踏まえたきめ細かな対策を総合的に検討すること

が重要である。 

◇ トップランナー支援や先進事例づくりに一定の成果が見られるが、物流など国民

のライフスタイルの変化と関係する分野において、情報の共有により消費者が選択

できるようになること、ソフトとハードの連携の輪を広げ具体的な相乗効果を上げ

ることがまだ不十分である。 

◇ 地域特有の文化は環境に優しいなど、文化は環境と持続可能性の面で類似してお

り、文化の観点を施策に盛り込むと両者の相乗効果を期待できる。 

◇ 持続可能な社会づくりの日本全体や地球全体の長期ビジョンを共有することが求

められている中で、長期的に効果が期待できる施策を推進する長期的視野の計画や

東アジア等との連携の重要性が高まっている。 

 

 本計画は、これらの課題及び今般の環境政策を巡る情勢に的確に対応するため、前計

画を改定することにより施策体系を再構築し、国土交通省における環境問題に対する取

組を強化するものである。 

 また、これまで国土交通省の自主的な環境配慮の方針を定めていた「国土交通省環境

政策の基本的方向（平成 15 年３月）」を本計画へ統合し、国土交通行政における環境配

慮の取組の体系とその実施状況を自ら点検する体制を明らかにするものである。
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第二章 環境政策推進の基本的な考え方 

１．基本とすべき「４つの視点」 

 環境の保全・再生・創造は国土交通省の本来的使命であり、国土交通省における今後

の環境政策の推進にあたっては、前章で示した課題を踏まえ、次の４つの視点を基本的

な考え方とすることにより、前計画で着手した国土交通行政のグリーン化の定着を目指

す。 

 

(1) 環境と経済・社会を統合的に向上させていくという視点を重視すべき 
 21 世紀環境立国戦略において重要課題と位置づけられている持続可能な社会の実現

のためには、我が国全体として、環境、経済、社会のすべての面での価値を統合的に向

上させる取組が求められているとともに、低炭素社会、自然共生社会、循環型社会の３

つを統合的に実現していく取組を着実に実施していくことが必要である。 

 国土交通省は、社会資本整備や交通政策等の推進を通じた経済社会の発展と国民生活

の向上への貢献を使命としている。これを踏まえ、環境政策を推進することが経済成長

と両立し、生活の質の向上にも繋がるという視点で取組を進めていく。 

（施策例） 

・交通流対策 

・物流の効率化 

・「２００年住宅」に向けた取組 

・集約型都市構造の実現 

 

 (2) 国土交通省の幅広い政策手段を戦略的に活用するとの観点から、総合

性・連携性という視点を重視すべき 
 前述した統合的な向上を実現する上で、国土交通省としては、活動の「場」と「空間」

を施策対象とし、ハード、ソフトの両面で幅広い政策手段を持つという独自の強みを有

しており、こうした強みを効果的に発揮していくために、戦略的な施策展開を行うこと

が不可欠である。 

 低炭素社会、自然共生社会、循環型社会の３つの社会を統合的に構築し、持続可能な

社会を実現するに当たっては、①政策課題が分野横断的で多岐にわたること、②このた

め課題を解決するためには交通ネットワーク、生態系ネットワーク、物質循環などのネ

ットワーク（「つながり」）の確保を意識して施策を展開すること、が求められることか

ら、単発的な取組では効果的に対応することはもはや困難であり、総合性・連携性に重

点を置いた戦略的な施策の実施が重要である。 

 さらに、総合性・連携性をより強化するためには、国土交通省内にとどまらず、外部

の多様な主体と協働するという視点の重要性が更に増している。 
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（施策例） 

・公共交通機関の利用促進や環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）の普及展開 

・下水道の高度処理化、干潟の再生や浮遊ゴミの回収等を含む全国海の再生プロジェク

ト 

 

(3) 人や企業の行動に働きかけるという視点を重視すべき 
 温室効果ガスの大幅削減などの抜本的な環境対策を実現するためには、従来型の施策

に加え、人や企業に対し、ライフスタイル・ビジネススタイル（人や企業の行動原理）

の変革を促すソフト面を重視した取組の重要性が高まっており、人の消費活動や企業の

生産活動に注目し、環境に配慮した選択を促すようなメカニズム（経済的インセンティ

ブ、見える化等の情報インセンティブ等）を市場に組み込むことが効果的である。 

 また、国民の価値観の多様化に対応して生活の質の向上を図るためには、人や集団の

行動の共通理念（アイデンティティ）としての（生活）文化に着目した取組が今後一層

重要となる。 

（施策例） 

・住宅・建築物に関する総合的な環境性能評価手法（ＣＡＳＢＥＥ）の開発・普及 

・エコレールマーク、エコシップマークの普及・促進 

・環境教育の推進 

 

(4) 面的広がり（圏域）、時間的広がり（時間軸）の視点を重視すべき 
 施策の企画・実施に当たっては、課題の面的広がりに応じた適切な施策の選択が必要

である。このため、地域として取組むべき課題、流域単位で解決すべき課題等について

は、施策の全体像を描いた上で、個々の施策を戦略的に位置づけるという面的視点が必

要である。 

 また、広域的視点としては、日本国内にとどまらず、東アジアまで含めた国際的な広

がりという視点も重視していくべきである。 

 さらに、将来における問題や損失の発生を最小限にとどめるためには、データや科学

的知見の蓄積、技術の研究開発を進めていくことが不可欠であり、これらを踏まえた、

長期的視点、予防的視点2、順応的視点3に基づく施策の展開に積極的に取組む。 

（施策例） 

・気候変動に起因して増大する渇水リスク及び災害リスクへの適応策 

・海洋環境イニシアチブ 

・地球温暖化対策の推進に寄与する監視・予測情報の提供 

                      
2 予防的視点：不確実性を有することを理由として対策を取らない場合に、問題発生で生じる被害や対策コストが非常に大きくなる問

題や一度生じると将来世代に及ぶ取り返しがつかない影響をもたらす可能性がある問題に対して、完全な科学的証拠が欠如

していることをもって対策を延期する理由とはせず、科学的知見の充実に努めながら対策を講じる考え方。 
3 順応的視点：一度政策判断を行った問題について、前提となる判断材料に変更が生じた場合、柔軟に施策変更を行う考え方。特に生

態系は複雑で常に変化し続けるため、そのすべてはわかり得ないことを認識し、その管理と利用についてモニタリングとそ

の結果に応じて柔軟に見直す必要がある。 
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２．本計画に基づく取組の進め方 

 

(1) 計画期間の設定 
 本計画は、中長期にわたる将来を視野に入れつつも、京都議定書目標達成計画及び社

会資本整備重点計画の計画期間との整合を取った平成20年度から24年度までの５カ年

を計画期間として設定し、当該期間において国土交通省として取組むべき環境施策をと

りまとめる。 

 

 (2) 定期的な点検の実施 
 本計画の推進状況の点検については、毎年、国土交通大臣を本部長とする「国土交通

省環境政策推進本部」が行うこととし、その状況を広く国民に公表することとする。ま

た、点検結果に基づき、必要に応じ改善措置を講じるとともに本計画の見直しを行う。 

 なお、今後の見直しにあたっては、次期「社会資本整備重点計画」及び次期物流施策

大綱の策定が今後予定されているため、両者の内容を十分に反映させることに留意する

必要がある。 
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第三章 環境政策の重点戦略「５つの柱」 

 

第一章で提示した環境政策を巡る近年の情勢と今後の課題を踏まえ、今後国土交通省と

して重点的に推進すべき環境政策の分野を以下の「５つの柱」として整理した。 

第１に京都議定書の目標達成に向けた取り組みを進めることとする。地球温暖化は人類

の生存基盤に関わる最も重要な環境問題である。また、今年度から京都議定書の第１約束

期間が開始されたこと、本年７月に開催される北海道洞爺湖サミットの議長国としての責

務を果たすことが重要であることなどを踏まえると、まずは、京都議定書の目標達成を確

実にするための取り組みを着実に推進することが必要である。 

第２に、ポスト京都議定書を見据えた中長期的な視点から、温暖化に対応した社会の骨

格づくりに取り組む。我が国が提唱する「クールアース推進構想」を実現するべく、例え

ば 2050 年までに温室効果ガスを現状から 60～80％削減といった長期的な目標を設定した

上で、その目標を達成するための政策を戦略的に組み上げ、低炭素社会への転換を進めて

いくことが必要である。「場」、「空間」、「移動」を担う国土交通省としては、国土や

都市・地域の構造を支える骨格を低炭素型へと転換していくことでその責務を果たすこと

が必要である。また、地球温暖化対策の両輪として、気候変動に起因して増大するリスク

に対する適応策に取り組むことが重要である。 

第３に、高度経済成長期をはじめとする２０世紀の負の遺産を一掃しなければならない。

即ち、上記の地球温暖化対策に加え、公害問題に代表される水質、大気質等の対策や生物

多様性等の保全・再生についても、健全な国土づくりの観点から引き続き推進することが

必要である。 

第４に、国民や企業が環境を優先した選択を行うことができるよう、環境整備を進める。

環境を尊重した社会を構築するためには、国民や企業など、あらゆる主体が問題意識を共

有して主体的に取り組むことが不可欠である。国土交通行政としては、こうした選択肢を

示す、その選択を促進する仕組みを用意するなどの環境整備に取り組むことが必要である。 

第５に、技術開発と国際貢献も、重点的に取り組むべき柱である。環境問題は、地球規

模の視点で取り組むべき課題であり、「クールアース推進構想」を実現するためにも、抜

本的な効果が期待出来る革新的な技術開発を進めるとともに、日本の優れた技術を世界に

普及させるなど国際連携を強化することが不可欠である。 

国土交通省では、第二章で提示した基本的な考え方を踏まえつつ、以上の「５つの柱」

に基づいて各施策を戦略的に展開していく。 



１．京都議定書の目標達成に向けた取組
（地球温暖化対策の当面の取組）

１－１ 環境に配慮したまちづくり・公共交通

１－２ 自動車単体対策

１－３ 交通流対策

１－４ 物流の効率化

１－５ 住宅・建築物の省エネ性能の向上

１－６ 下水道施設における対策
（省エネ化、一酸化二窒素対策）

１－７ 温室効果ガス吸収源対策
（都市緑化等）

１－８ 新エネルギー・新技術の活用等による先導的取組

京都議定書の目標達成は喫緊の重要課題であり、温室

効果ガスの排出削減を短期的に実現する対策・施策につ
いては、特に重点的に取組む。国土交通省においては、
特に運輸部門と住宅・建築物分野の対策を強化して展開
する。
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公共交通機関の利用促進公共交通機関の利用促進公共交通機関の利用促進

自家用車に比べて、CO2排出量の少ない公共交通機関の利用促進を目指す

施策の概要

・自家用乗用車の普及等により、日常生活
における自家用乗用車への依存が高まって
おり、長期的に公共交通の利用者は減少傾
向となっている。

・公共交通機関の単位輸送当たりのＣＯ２
排出量は、自家用車に比べて、バスで約
１／３、鉄道で約１／９と、環境負荷の小
さい交通サービスであることから、自家用
車から公共交通機関への利用転換を促進す
る。

（目標）
・２０１０年度における削減目標
３８５万トン－ＣＯ２

背景・課題・目標 政策手段

公共交通機関利用促進のため、以下の取組等を実施

総合政策局、鉄道局、自動車交通局、都市・地域整備局、道路局

行動計画

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

鉄道新線の整備 ＩＴ技術の活用

ＬＲＴ導入促進
バスロケーション
システムの導入

エコ通勤の取組

鉄道新線整備
既存鉄道活性化
バス利用活性化

以下の施策等により、公共交通機関への利用促進を図る。

なお、平成１９年１０月より施行された地域公共交通の活性化及
び再生に関する法律※１等により、地域公共交通の活性化・再生
に関する地域の主体的な取組を総合的に支援する。

また、通勤交通のマイカーから公共交通等への転換（エコ通勤）
については、平成１９年３月から参加事業所等の公募を行ったとこ
ろであるが、こうした取組については、国土交通大臣表彰の対象と
するとともに、平成２１年度に向けて「エコ通勤優良事業所認定制
度（仮称）」の創設について検討しているところ。

・鉄道等公共交通機関の整備

・ＩＣカード導入等情報化の推進

・鉄道とバスの乗り継ぎ改善

・都市部におけるLRTやBRTの導入

・バスの定時性・速達性の向上

・従業員のマイカーから公共交通への転換 等

１－１１－１ 環境に配慮した環境に配慮した
まちづくり・公共交通まちづくり・公共交通

※１ 平成十九年五月二十五日法律第五十九号

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野

地域公共交通の活性化
及び再生に関する法律

の施行 (H19.10)

8

エコ通勤

削減目標
３８５万トン－CO2

（平成２２年度）
優良事業所認
定制度の創設



河川・海水

下水

熱供給プラント

熱供給エリア

熱供給エリア

熱供給エリア

熱供給エリア

プラント連携型

都市排熱処理型

エネルギー面的利用の推進エネルギー面的利用の推進エネルギー面的利用の推進

地区・街区レベルでエネルギーの有効利用を図り、都市のエネルギー環境の改善を図るた
め、エネルギーの面的利用の推進を図る。

施策の概要

・エネルギー需要密度の高い都市部におい
て、地域冷暖房等のエネルギー面的利用に
よりエネルギー利用効率の向上を図ること
の効果は大きく、着実な推進が必要

・一方で、エネルギーの面的利用は建物単
体対策と比較して多額の初期投資を要し、
推進には適切な支援が必要

背景・課題・目標
・エコまちネットワーク整備事業等により、
地域冷暖房の整備及び地域冷暖房同士の連携
を支援

・税制および低金利融資により、環境性に優
れた地域冷暖房の整備を推進

・エネルギー面的利用の推進に係る広報活
動・調査の実施

政策手段

都市・地域整備局

行動計画

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

・地域冷暖房整
備の支援

・地域冷暖房同
士の連携の支
援

●エコまちネットワーク整備事業●地域熱供給と個別熱源の省エネルギー評価
（同じ熱需要に対して必要となる一次エネルギー量の比較）

出典：「平成14年度新エネルギー等導入促進基礎調査」資源エネルギー庁

さらに複数
のプラント
を一体運用

１－１１－１ 環境に配慮した環境に配慮した
まちづくり・公共交通まちづくり・公共交通

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野
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鉄道のエネルギー消費効率の向上鉄道のエネルギー消費効率の向上鉄道のエネルギー消費効率の向上

施策の概要

背景・課題・目標 政策手段

鉄道局

行動計画

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組例

軽量タイプの車両やＶＶＶＦ機器搭載車両の導入等、エネルギー効率の良い車両の導入を促
進することにより、鉄道のエネルギー消費効率の向上を図る。

・ 鉄道は、他のモードに比べて環境負荷の小
さい交通機関であるが、運輸部門からの排
出削減に資するため、更なるエネルギー消
費効率の向上が必要である。

（目標）
・京都議定書の目標達成計画において、
鉄道のエネルギー消費原単位を７％改
善することを掲げている。

・軽量タイプの車両やＶＶＶＦ機器搭載
車両等の省エネ鉄道車両の導入に

対する支援

１－１１－１ 環境に配慮した環境に配慮した
まちづくり・公共交通まちづくり・公共交通

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野

○省エネ鉄道車
両の導入促進

エネルギー
消費原単位

７％改善

従来の車両 ＶＶＶＦ機器搭載車両
架線

モーターモーター モーター モーターVVVF機器抵抗器

架線

抵抗器を使ってモーターの制御をしている
ため、無駄な熱エネルギーが発生

抵抗器を使わずに モーターの回転数を

効率良く制御する機構を搭載

省エネ車両の例（ＶＶＶＦ機器搭載車両）

※VVVF機器搭載車両：電気抵抗を使わずに
モーターの回転数を効率良く制御する機構を
搭載した車両
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航空のエネルギー消費効率の向上航空のエネルギー消費効率の向上航空のエネルギー消費効率の向上

施策の概要

背景・課題・目標 政策手段

航空局監理部

行動計画

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組例

燃費の良い航空機の導入促進、航空保安システムの高度化、エコエアポートの推進
といった総合的な対策により、航空のエネルギー消費効率の向上を図る。

・航空分野からのＣＯ２排出量は、現時点で、
我が国全体の１％未満であるが、需要の成長
に伴う排出量の増大に対処するため、エネル
ギー消費効率の向上が必要である。

（目標）
・京都議定書の目標達成計画において、国内
航空のエネルギー消費効率を１５％改善する
ことを掲げている。

エコエアポートの推進

例）気象条件に影響されない安定的な就航を実現する
ため、ILS（計器着陸装置）の高カテゴリー化等を推
進

従来の航法 広域航法（ＲＮＡＶ）

例）地上動力装置（GPU：Ground Power Unit）の利用促進
により、空港に駐機中の航空機のアイドリングを抑制

航空機の補助動力装置
（APU：Auxiliary Power Unit）

○新規航空機材
の導入促進

主要路線・空港から順次拡大

未設置空港への導入を促進

・航空会社の新規機材の導入に対する支援

・航空保安システムの高度化

・環境に優しい空港の実現をめざしたエコエ
アポートの推進

（ジグザグな飛行経路） （直線的な飛行経路）

（注）京都議定書において、国際航空分野の温暖化対策は国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）で検討することとされている。

例）広域航法（RNAV：aRea NAVigation)の導入により、
飛行時間及び飛行経路を短縮

エコエアポートによる環境対策には、エコ車両の導入、
屋上の緑化・新エネルギー（太陽光・雪冷熱等）の利用、
空港周辺の騒音対策、水質の管理等が含まれる。

航空保安システムの高度化

測位・計算
地上航法無線施設

地上航法無線施設、ＧＰＳ等

地上航法無線施設

１－１１－１ 環境に配慮した環境に配慮した
まちづくり・公共交通まちづくり・公共交通

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野

○エコエアポート
の推進
例）ＧＰＵの普及

○航空保安シス
テムの高度化
例）ＲＮＡＶの導入

エネルギー
効率１５％

改善
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低公害車普及／次世代低公害車開発・実用化の促進低公害車普及／次世代低公害車開発・実用化の促進低公害車普及／次世代低公害車開発・実用化の促進

大都市地域等における自動車に起因する大気汚染問題を解決するとともに、地球温
暖化の防止に資するため、補助制度や自動車グリーン税制の活用により低公害車の普
及を促進する。また、革新的な技術を投入し、環境性能を格段に向上させた次世代の
低公害車の開発・実用化を促進する。

施策の概要

（背景）
・二酸化窒素(NO2)、粒子状物質(SPM)の環境基準達成率
は改善傾向にあるが、大都市地域等においては依然とし
て厳しい状況にある。
・自動車からのCO2排出量は、我が国全体の排出量の約
２割を占めている。
（課題）
・低公害車の普及、次世代低公害車の開発・実用化。
（目標）
・2010年度までにNO2、SPMの環境基準をおおむね達成す
る。
・自動車単体対策の実施により、対策を実施しなかった場
合と比較して2010年度に2,470～2,550万トンのCO2排出量
を削減する。また、長期的な削減（2050年までに温室効果
ガス排出量を半減）に貢献する。

背景・課題・目標
【低公害車の普及促進】

・バス・トラック事業者によるＣＮＧバス・
トラック等の導入に対する補助

・地域におけるＣＮＧ車普及の取組の支援
（ＣＮＧ車普及促進モデル事業）

・自動車グリーン税制の実施

【次世代低公害車の開発・実用化促進】

・次世代低公害車を開発・試作し、実使用条
件下での走行評価等を行うプロジェクトを産
学官の連携により実施

政策手段

自動車交通局、道路局

行動計画

それ以降
２４年度

（2012年度）
２３年度

（2011年度）
２２年度

（2010年度）
２１年度

（2009年度）
平成２０年度
（2008年度）

取組内容

・低公害車導入への補助、税制上の優遇等の支援措置

ＣＮＧトラック ハイブリッドバス

低公害車の普及促進
・次世代低公害車の開発・試作

・試作車の実使用条件下での走行評価、車両の改良

非接触給電
ハイブリッドバス

次世代低公害車の開発・実用化促進

（例）
（例）

燃料電池バス

大気汚染問題の解決、低炭素社会への転換

○低公害車普
及促進

・ＣＮＧ車普及
促進モデル事業

○次世代低公害
車の開発・普及

・低公害車導入
補助

・自動車グリー
ン税制

１－２１－２
自動車単体対策自動車単体対策

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○ ○

施策分野

大気環境基準達成、
対策を実施しなかっ
た場合と比較して
2,470～2,550万トン
のCO2排出量削減

2050年まで
に温室効果
ガス排出量
半減に貢献
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自動車の燃費の改善自動車の燃費の改善自動車の燃費の改善

我が国全体の排出量の約２割を占める自動車からのＣＯ２の排出量削減を図るため、
既に導入されている（乗用車等2007年７月、重量車2006年４月）2015年度燃費基準に
適合する自動車の拡大・普及を推進する。

施策の概要

（背景）

自動車からのCO2排出量は、我が国全体の排出
量の約２割を占めている。

（課題）

より燃費性能の優れた自動車の拡大・普及。

（目標）

2015年度燃費基準に適合する自動車の拡大・普
及により、燃費基準を策定しなかった場合と比較し
て2010年度に約2,450万トンのCO2排出量を削減す
る。また、長期的な削減（2050年までに温室効果ガ
ス排出量を半減）に貢献する。

背景・課題・目標

【燃費性能の優れた自動車の拡大・普及推進】

自動車の更なる低燃費化を促進するため、2015
年度燃費基準に適合する自動車の拡大・普及を推
進。

・自動車グリーン税制の実施により、ハイブリッド自
動車・クリーンディーゼル乗用車等、燃費の良い自
動車の普及を支援。

・燃費性能に関する評価・公表制度を実施。

政策手段

自動車交通局

行動計画

それ以降
２４年度

（2012年度）
２３年度

（2011年度）
２２年度

（2010年度）
２１年度

（2009年度）
平成２０年度
（2008年度）

取組内容

乗用車等の新しい燃費基準の導入 （2007年7月）

・トラック・バス等（車両総重量3.5トン超のディーゼル車）を対
象。
・目標年度は、2015年度。
・この基準が達成された場合、2015年度のトラックの燃費
（7.36km/L）は、2002年度（6.56km/L）と比較して12.2％改善。
・世界で初めて重量車の燃費基準を策定。

重量車（トラック・バス等）燃費基準の導入 （2006年4月）

・乗用車、小型バス、小型トラックを対象。
・目標年度は、2015年度。
・この基準が達成された場合、2015年度の乗用車の燃費
（16.8km/L）は、2004年度（13.6km/L）と比較して23.5％改
善。
・新基準はこれまでの改善（95→04年度：約22％改善）を
上回る改善を求める厳しい水準。

自動車グリーン税制の実施により、ハイブリッド自動車・クリーンディーゼル乗用車等、燃費の良い自動車の普及を支援

自動車の燃費の改善、自動車からのＣＯ２排出の削減

自動車の
新車燃費
の改善 燃費基準がなかった

場合と比較して2,450
万トンのCO2排出量
削減

２７年度
（2015年度基準

目標年度）

１６年度比で
23.5％改善見込

（乗用車）

（2010年度基準
目標年度）

2050年
までに
温室効
果ガス
排出量
半減
に貢献

必要な支援措置を実施、2015年基準達成車の拡大・普及

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野

１－２１－２ 自動車単体対策自動車単体対策
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交通流対策交通流対策交通流対策

施策の概要

背景・課題・目標 政策手段

道路局、鉄道局、都市・地域整備局

行動計画

交通流対
策の実施

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

走行速度を向上させ実効燃費を改善することで自動車からの二酸化炭素排出量を

減らすために、渋滞対策等による交通流対策を推進。

・自動車など運輸部門からCO2の約2割が

排出され、そのうち約9割は自動車から

排出。

交通流の円滑化を図るために次の施策を推進

・環状道路の整備や交差点改良、路上工事の

縮減、ボトルネック踏切等の対策などによる

渋滞対策。

・高速道路の多様で弾力的な料金施策やITSの

推進等による既存インフラの有効活用。

・自動車利用環境整備による自転車利用の促進

等の交通需要マネジメント（TDM）施策の推進。

【首都圏三環状道路整備】

（H20.6時点）

【自転車利用環境整備】

交通流の円滑化を図るため、以下のような施策を推進。

【ITSの推進】 【ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切等の対策】

整備後

整備前

（ETCの利用促進）

（VICSの普及促進）

１－３１－３ 交通流対策交通流対策

（目標）

・京都議定書目標達成計画に掲げられ

ている2010年度の運輸部門のCO2排出

量（240～243百万t-CO2）を達成。

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○ ○

施策分野

運輸部門のCO2
排出量（240～
243百万t-CO2）

を達成
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７

ＣＯ２排出量削減等の環境負荷低減に資する、鉄道貨物輸送へのモーダルシフトを促進する。

施策の概要

鉄道局

行動計画

・東アジアとの国際物流の増加に対応しつつ、
環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄道貨
物輸送へのモーダルシフトを促進する。

・既存輸送力の最大活用のための具体的方策
の確立や、荷主ニーズに応じたきめ細やかな
輸送品質の向上を図る。
・鉄道貨物輸送利用促進による環境負荷低減
の取り組みについて、荷主等の企業や消費者
における理解を広める。

（目標）
・２０１０年度における削減目標
８０万トン－ＣＯ２

・北九州～福岡間における貨物列車長編成
化等のための整備を行う。

・『ＪＲ貨物による輸送品質改善・更なる役割
発揮懇談会』を活用しつつ、既存輸送力の最大
活用のための具体的方策の確立や、荷主ニー
ズに対応した輸送品質向上に向けた取り組み
を進める

・『エコレールマーク』の更なる普及を図
る。

鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの促進鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの促進鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの促進

・鉄道貨物
輸送力増強
事業

・役割発揮
懇談会活用

・エコレール
マークの普
及促進

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

背景・課題・目標 政策手段

香椎

博多

宇美

西戸崎

折尾
黒崎

若松 浜小倉

● ●

小波瀬西工大前

苅田港

西小倉 小倉
東小倉

門司(旅)

門司港

外浜

玄界灘

延岡方

周防灘

凡例
□：貨物駅または客貨駅
○：旅客駅福岡貨物ターミナル

南福岡

千早（操）

陣原

福 間

原田方

山
陽
線

日
豊
線

筑
豊
線

鹿児島線

香
椎
線

下関

吉塚
篠栗線

桂川方

長者原

上海

上海

釜山

北九州貨物ターミナル

香椎

博多

宇美

西戸崎

折尾
黒崎

若松 浜小倉

● ●

小波瀬西工大前

苅田港

西小倉 小倉
東小倉

門司(旅)

門司港

外浜

玄界灘

延岡方

周防灘

凡例
□：貨物駅または客貨駅
○：旅客駅福岡貨物ターミナル

南福岡

千早（操）

陣原

福 間

原田方

山
陽
線

日
豊
線

筑
豊
線

鹿児島線

香
椎
線

下関

吉塚
篠栗線

桂川方

長者原

上海

上海

釜山

北九州貨物ターミナル

Sea & Railサービス

Sea & Railサービス 福間駅待避線延伸
（1300ﾄﾝ列車待避可能化）

北九州貨物ターミナル駅改良
（1300ﾄﾝ列車取扱対応

着発荷役線延伸等）

福岡貨物ターミナル駅改良
（1300ﾄﾝ列車取扱対応
コンテナホーム延伸等）

香椎

博多

宇美

西戸崎

折尾
黒崎

若松 浜小倉

● ●

小波瀬西工大前

苅田港

西小倉 小倉
東小倉

門司(旅)

門司港

外浜

玄界灘

延岡方

周防灘

凡例
□：貨物駅または客貨駅
○：旅客駅福岡貨物ターミナル

南福岡

千早（操）

陣原

福 間

原田方

山
陽
線

日
豊
線

筑
豊
線

鹿児島線

香
椎
線

下関

吉塚
篠栗線

桂川方

長者原

上海

上海

釜山

北九州貨物ターミナル

香椎

博多

宇美

西戸崎

折尾
黒崎

若松 浜小倉

● ●

小波瀬西工大前

苅田港

西小倉 小倉
東小倉

門司(旅)

門司港

外浜

玄界灘

延岡方

周防灘

凡例
□：貨物駅または客貨駅
○：旅客駅福岡貨物ターミナル

南福岡

千早（操）

陣原

福 間

原田方

山
陽
線

日
豊
線

筑
豊
線

鹿児島線

香
椎
線

下関

吉塚
篠栗線

桂川方

長者原

上海

上海

釜山

北九州貨物ターミナル

Sea & Railサービス

Sea & Railサービス 福間駅待避線延伸
（1300ﾄﾝ列車待避可能化）

北九州貨物ターミナル駅改良
（1300ﾄﾝ列車取扱対応

着発荷役線延伸等）

福岡貨物ターミナル駅改良
（1300ﾄﾝ列車取扱対応
コンテナホーム延伸等）

北九州・福岡間鉄道貨物輸送力増強事業による効果 エコレールマーク

約 1 7 万 ﾄ ﾝ ／ 年 の
輸 送 力 増 強

約 3 . 2 万 ﾄ ﾝ ／ 年 の
C O 2 削 減

約 2 7 ﾄ ﾝ ／ 年 の
N O x 削 減

約 1 7 万 ﾄ ﾝ ／ 年 の
輸 送 力 増 強

約 3 . 2 万 ﾄ ﾝ ／ 年 の
C O 2 削 減

約 2 7 ﾄ ﾝ ／ 年 の
N O x 削 減

平成１９年３月
懇談会設置

（国、鉄道事業者、
通運事業者、荷主）

エコレールマークは、地球環境に優しい鉄道
貨物輸送を一定割合以上利用している商品や
企業がわかるマークです。

一般消費者が環境にやさしい商品をでき
るだけ選ぼうとする傾向はますます高まっ
てきているが、流通過程において、地球環
境問題に積極的に貢献している商品や企
業の情報を知る手段がこれまでほとんど

ないのが現状

「エコレールマーク運営・審査委員会」が審査、認定。
（エコレールマーク事務局：(社)鉄道貨物協会）

認定企業（４０社）
５００㎞以上陸上貨物輸送のうち１５％（※）以上、鉄
道を利用している企業（※）数量または数量×距離の比率

認定商品（２０商品）
５００㎞以上陸上貨物輸送のうち３０％（※）以上、鉄
道を利用している商品（※）数量または数量×距離の比率

認定商品・企業について

貨物鉄道のＣＯ２排出量原単位（※）は、
トラックと比較して７分の１

※１トンの貨物を１㎞輸送した時に排出するＣＯ２の量

消費者に判断基準の提供
（物流の見える化）

モーダルシフトによる
ＣＯ２削減量

８０万トンＣＯ２（２２年度）

北九州～福岡間における
鉄道貨物輸送力増強事業
（平成２２年度完成予定）

引き続き、事業者・荷主等一体となった取り組みについて検討

１－４１－４ 物流の効率化物流の効率化

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野
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港湾におけるモーダルシフトの推進及び国際貨物の陸上輸送距離削減港湾におけるモーダルシフトの推進及び国際貨物の陸上輸送距離削減港湾におけるモーダルシフトの推進及び国際貨物の陸上輸送距離削減

港湾におけるモーダルシフトの推進に向け、国際海上コンテナターミナルや多目的国際ター

ミナルを整備することで、国際貨物の陸上輸送距離を削減し、二酸化炭素排出量の削減を図る。

施策の概要

・港湾はトラック・船舶等の輸送の結節点であり、我が

国の輸出入貨物の99.7%は港湾を経由

・港湾から目的地に至るまでの貨物の陸上輸送距離

の削減は、温室効果ガス排出量の低減に有効

・１９９３年を基準として、２０１０年までに約２６０万ト

ンのＣＯ２削減

背景・課題・目標

港湾局

行動計画

国際海上
コンテナ
ターミナル・
多目的国際
ターミナル

の整備

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

内航海運へのモーダルシフトに向けた国

際海上コンテナターミナル・多目的国際

ターミナルの整備推進

政策手段

石狩湾新港

苫小牧港

北米

73km

製紙工場（江別市）33km

４万Ｄ/Ｗ

３万Ｄ/Ｗ

整備前ルート

整備後ルート

石狩湾新港

苫小牧港

北米

73km

製紙工場（江別市）33km

４万Ｄ/Ｗ

３万Ｄ/Ｗ

整備前ルート

整備後ルート

陸上輸送距離削減のイメージ

海外

国際海上
コンテナターミナル

等の整備

陸上輸送距離削減

海上輸送
陸上輸送

海外

港湾の適正配置による陸上輸送距離削減の例

１－４１－４ 物流の効率化物流の効率化

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野

約260万トンの

ＣＯ２削減達成
（１９９３年基準）
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荷主と物流事業者が協働で取り組む環境負荷低減へ向けたプロジェクトへの支援を行う。

施策の概要

政策統括官

行動計画

・物流分野でのＣＯ２削減のためには、荷主と物流事
業者がパートナーシップを組み、協働でプロジェクト
を行うことが必要。

・立場の違う荷主と物流事業者が協働できるように、
中立の立場にある行政が支援することで物流のグリー
ン化を促進。
・補助金等の交付、ＣＯ２排出量算定手法の策定、優
良事業への表彰等により、グリーン物流の普及・拡大
を図る。

【補助事業】

・ソフト支援事業…事前調査への支援

・普及事業…設備導入への補助

【ＣＯ２排出量算定手法】

・「ロジスティクス分野におけるＣＯ２排出量算定
方法共同ガイドライン」の策定。

【優良事業表彰】

・国土交通大臣表彰等

グリーン物流パートナーシップ会議を通じた支援グリーン物流パートナーシップ会議を通じた支援グリーン物流パートナーシップ会議を通じた支援

・グリーン物
物流パート
ナーシップ
会議を通じ
た支援

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

背景・課題・目標 政策手段

１－４１－４ 物流の効率化物流の効率化

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野

モーダルシフト、共同輸配送、物流拠点の集約、輸送機材の大型化等の
手法を用いた、グリーン物流の普及・拡大

支援事業の具体例

平成１９年度平成１９年度

国土交通大臣表彰国土交通大臣表彰

事業名 ： 「商品納入後の帰り便を利用した調達物流（商品価格と物流費の分離）を鉄道及び海運に
モーダルシフト等を行うことによるCO2削減」

事業者 ： 香川松下電工（株）、（株）朝日通商、日本通運（株）、日本貨物鉄道（株）、ジャンボフェリー（株）

複数事業者が協働して行うモーダルシフト等、様々な輸送効率化手法を組み合わせと、商品価格との分離
による「輸送コストの見える化」（「買い手が取りに行く物流」）の実現による輸送効率の向上。

ポイント

支援事業の具体例

実施前：トラックによる長距離輸送

環境負荷大

香川松下電工
（香川県）

流通加工工場
（京都府）

工場Ａ
（埼玉県）

工場Ｂ
（大阪港）

工場Ｃ
（大阪府）

物流センター
（京都府）

材料調達

半製品輸送

商品配送

材料調達

材料調達

実施後：モーダルシフトを含む効率化された輸送

物流センター 工場Ｃ

神戸港

東高松港

工場Ａ

工場Ｂ工場Ｃ
（徳島県）

越谷貨物ターミナル駅

高松貨物ターミナル駅

香川松下電工

材料調達

×
材料調達

近距離からの調達

流通加工を内製化

鉄道へモーダルシフト

フェリーへ
モーダルシフト
（往復輸送）

材料調達

商品配送

回送

ミルクラン

※トレーラは香川松下電工が手配

「買い手が取りに行く物流」「買い手が取りに行く物流」

「物流コストの見える化」「物流コストの見える化」
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住宅・建築物の省エネ性能の向上住宅・建築物の省エネ性能の向上住宅・建築物の省エネ性能の向上

近年の業務部門・家庭部門のＣＯ２排出量の増加傾向等に対応し、法律・税制・予算等に
よる総合的な対策を講じることにより、省エネ性能の高い住宅・建築物の普及を促進する。

施策の概要

・民生部門（業務部門・家庭部門）のＣＯ２

排出量は、基準年(1990年）と比べて約４割

増加。

・住宅・建築物の省エネ対策について抜本
的な対策が必要。

背景・課題・目標 政策手段

住宅局

行動計画

改正省エネルギー法
の的確な執行

税制による支援

予算措置による
支援

評価・表示による
情報提供

より環境負荷の少な
い住宅・建築物の開
発・普及に
係る検討

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

【2010年度目標】
省エネ判断基準(平成11年基準）への適合率
・新築住宅 66％
・新築建築物 85％

・改正省エネルギー法の的確な執行
…省エネ措置の届出の義務付けの対象について、一定

の中小規模の住宅・建築物へ拡大

…大規模な住宅・建築物に係る担保措置を強化 等

・税制による支援（住宅の省エネ改修促進税制、エネル
ギー需給構造改革推進投資促進税制）

・予算措置による支援（証券化ローンの枠組みを活用した
融資、地域住宅交付金、省ＣＯ２技術が導入されたモデル
プロジェクトに対する補助事業など）

・評価・表示による消費者等への情報提供（CASBEE
及び住宅性能表示制度）

・より環境負荷の少ない住宅・建築物の開発・普及に
係る検討（ゼロ・エネルギー住宅など）

１－５１－５ 住宅・建築物の住宅・建築物の
省エネ性能の向上省エネ性能の向上

省エネ判断基準(平
成11年基準）への適

合率

・新築住宅 66％
・新築建築物 85％

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野

省エネルギー法を改正
一定の省
エネ対策を
講じた住宅
ストックの
比率

40％（平成
27年度）

住 宅

改正省エネ法（改正省エネ法（H11H11、、H1H1４、４、H1H1７、７、H20H20））

証券化の枠組みを活用した融資による支援
地域住宅交付金の活用 等

住宅性能表示制度の普及推進

先導的技術開発の支援

総合的な環境性能評価手法（ＣＡＳＢＥＥ）の開発・普及

法律法律

性能評価性能評価

融資・補助融資・補助

技術開発技術開発

建築物の省エネルギー措置の具体例

機械室

エントランスホール

事務室 湯沸室

（コア部分）

◇日射量のコントロール

◇空気調和・換気設備
・空調部分の個別コントロール

→ 使用していない部分の
空調は行わない

・配管の断熱

◇給湯設備
・ 省エネ型機器の採用
・ 配管の断熱

◇エレベーター
省エネ型機器の採用

◇照明
・周辺の明るさに対応した制御
・高効率照明の採用

◇外壁等の断熱

ルーバー（日よけ）

室内側屋外側

日射 日射量カット

熱ロス 大 熱ロス 小

断熱材熱

ダクト

EV

機械室

建築物の省エネルギー措置の具体例
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事務室 湯沸室

（コア部分）

機械室
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◇日射量のコントロール

◇空気調和・換気設備
・空調部分の個別コントロール

→ 使用していない部分の
空調は行わない

・配管の断熱

◇給湯設備
・ 省エネ型機器の採用
・ 配管の断熱

◇エレベーター
省エネ型機器の採用

◇照明
・周辺の明るさに対応した制御
・高効率照明の採用

◇外壁等の断熱

ルーバー（日よけ）

室内側屋外側

日射 日射量カット

熱ロス 大 熱ロス 小

断熱材熱

ダクト

EV

機械室
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空調は行わない
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◇給湯設備
・ 省エネ型機器の採用
・ 配管の断熱

◇エレベーター
省エネ型機器の採用

◇照明
・周辺の明るさに対応した制御
・高効率照明の採用

◇外壁等の断熱

ルーバー（日よけ）

室内側屋外側

日射 日射量カット

熱ロス 大 熱ロス 小
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・ 省エネ型機器の採用
・ 配管の断熱

◇エレベーター
省エネ型機器の採用

◇照明
・周辺の明るさに対応した制御
・高効率照明の採用

◇外壁等の断熱

ルーバー（日よけ）

室内側屋外側

日射 日射量カット

熱ロス 大 熱ロス 小

断熱材熱

ダクト

EV

機械室

＜実現のための施策＞

建築物の省エネルギー対策により、2010年度において

建 築 物

住宅の省エネルギー対策により、2010年度において

断熱工事とする部分断熱工事とする部分断熱工事とする部分断熱工事とする部分

◇天井の断熱
断熱材（グラスウール）
（厚さ180mm以上）

（東京における木造戸建住宅の仕様例）
住宅の次世代省エネ基準（現行）

◇窓の断熱

複層ガラス

複層ガラス複層ガラス複層ガラス

◇その他
気密性に関する基準
日射の進入の防止に関する基準等

◇外壁の断熱
断熱材（グラスウール）
（厚さ100mm以上）

約930万ｔ-CO2の削減見込み 約2,870万t-CO2の削減見込み

○一定規模以上の住宅・建築物の新築・増改築、大規模修繕等の際の省エネ措置の届出義務（H14、H17年、H20年）

○省エネ基準の強化（H11年）

省エネ改修促進税制 エネルギー需給構造改革推進投資促進税制 税制税制

先導的な省CO2技術が導入された住宅・建築物に対する支援

中小事業者等の省エネ対策に係る施工技術等の導入の促進 等
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証券化の枠組みを活用した融資による支援
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＜実現のための施策＞

建築物の省エネルギー対策により、2010年度において

建 築 物

住宅の省エネルギー対策により、2010年度において

断熱工事とする部分断熱工事とする部分断熱工事とする部分断熱工事とする部分

◇天井の断熱
断熱材（グラスウール）
（厚さ180mm以上）

（東京における木造戸建住宅の仕様例）
住宅の次世代省エネ基準（現行）

◇窓の断熱

複層ガラス

複層ガラス複層ガラス複層ガラス

◇その他
気密性に関する基準
日射の進入の防止に関する基準等

◇外壁の断熱
断熱材（グラスウール）
（厚さ100mm以上）

約930万ｔ-CO2の削減見込み 約2,870万t-CO2の削減見込み

○一定規模以上の住宅・建築物の新築・増改築、大規模修繕等の際の省エネ措置の届出義務（H14、H17年、H20年）

○省エネ基準の強化（H11年）

省エネ改修促進税制 エネルギー需給構造改革推進投資促進税制 税制税制

先導的な省CO2技術が導入された住宅・建築物に対する支援

中小事業者等の省エネ対策に係る施工技術等の導入の促進 等
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下水道における省エネ・新エネ対策下水道における省エネ・新エネ対策下水道における省エネ・新エネ対策

施策の概要

背景・課題・目標 政策手段

都市・地域整備局下水道部

行動計画

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

下水道事業による二酸化炭素を削減するため、設備の運転改善、反応槽の散気装置や汚泥脱水
機における効率の良い機器の導入等の省エネルギー対策や、下水汚泥由来の固形燃料、消化ガ
スによる発電、下水熱の有効利用等の新エネルギー対策を実施する。

・下水道は処理過程において多くの温室効果ガスを排
出している。その排出量は、1990年から2004年の間に
約54％増加しており、処理水量の伸び（同比約36％増

加）を上回っている。
・下水の高度処理や下水汚泥のより一層の減量化の
促進等により、ますます下水処理に要するエネルギー
は増大する傾向。
・一方、下水道は大きな資源・エネルギーポテンシャル
を保有しているが、利用状況は低い水準にとどまって
いる。

・下水道システム自体も処理過程で多くのエネルギー
を消費していることから、下水処理場における更なる省
エネルギー対策の取り組みを推進
・従来の下水を排除・処理する一過性のシステムから、
集めた物質等を資源・エネルギーとして活用・再生する
循環型システムへと転換
・下水道だけでなく、他分野・他事業と連携し、地域に
資源・エネルギーを供給することや、下水汚泥以外の
バイオマスをまとめて活用・再生するなど、関係主体と
連携・協働した取り組みを推進
・民間企業と連携し、下水汚泥等の循環利用に係る施
設整備への支援制度

設備の運転改善、高効率機器の導入

散気装置

散気装置の目を細かくする

下水汚泥由来の固形燃料、消化ガスによる発電の有
効利用等

省エネルギー対策 新エネルギー対策

・温室効果ガス
削減対策の
推進

・省エネ対策の
推進

・新エネ対策
の推進

下水処理場の省エネ
診断ソフトの配布

民間活用型地球温暖化対策
下水道事業制度の創設

省エネ技術
情報の公表

１－６１－６
下水道における対策下水道における対策

（目標）
・京都議定書目標達成計画において、下水道における省
エネルギー対策、新エネルギー対策の実施により、対策
を実施しない場合に比べ約９０万ｔ-CO2の温室効果ガス

削減をすることとしている。

ＣＯ２排出量
９０万ｔ削減

下水道分野の温暖化防止対策
の計画策定ガイドラインの策定

脱水

炭化

一般家庭へ
供給

発電

下水処理場 電力会社

固形

燃料

電力

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野

モニタリング及び取組内容の改善
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下水道におけるＮ2Ｏ削減対策下水道におけるＮ下水道におけるＮ22Ｏ削減Ｏ削減対策対策

施策の概要

背景・課題・目標 政策手段

都市・地域整備局下水道部

行動計画

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

下水道事業による一酸化二窒素の削減のため、下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化等を
推進する。

・下水汚泥の処理過程で大量に発生するN2Oの温室
効果は、CO2の310倍にもなる。

・近年、下水汚泥の焼却量の増加に伴い、汚泥焼却に
伴う温室効果ガスの発生量が増加している。

・高分子流動炉において燃焼の高度化(燃焼温度を
800℃から850℃に上げる)により、N2Oを約６割削減

することができる。

・下水汚泥の燃焼の高度化の基準化の検討
高分子凝集剤を添加して脱水した下水汚泥を流動炉で

焼却する際に、高温焼却の導入を基準化の検討を含め、
下水道管理者に対し、対策の実施の徹底を図る。

・削減効果についての情報発信
下水道管理者に対し、高分子凝集剤を添加して脱水し

た下水汚泥を流動炉で高温焼却することによるN2O削減

効果について情報発信を実施する。

・下水道事業費による補助
下水汚泥の高温焼却を実施する下水道管理者に対して、

焼却炉の新設・更新等への国庫補助を実施する。

対策前
（800℃）

排
出

係
数

（g
Ｎ
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/ｔ）

約1,508gN2O/ｔ

約645gN2O/ｔ

対策後
（850℃）

流動焼却炉の対策前と対策後の比較

約６割削減！

対策前
（800℃）

排
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（g
Ｎ
2Ｏ
/ｔ）

約1,508gN2O/ｔ

約645gN2O/ｔ

対策後
（850℃）

流動焼却炉の対策前と対策後の比較

約６割削減！
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汚泥焼却 ＋46％
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＋35％

＋36％

その他

＋54％

処理水量

【温室効果ガス排出量の推移】

下水汚泥焼却炉

・下水道事業費
による補助

・下水汚泥の燃
焼の高度化
の基準

・削減効果に
ついての情
報発信

情報発信の実施

地方自治体への支援の実施

対策の実施

１－６１－６
下水道施設における対策下水道施設における対策

（目標）
・京都議定書目標達成計画において、下水汚泥の高温
焼却を2010年度で100％実施し、約126万t-CO2の温

室効果ガス削減することとしている。
・2005年度現在の実施率は約37％。

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野

温室効果ガ
ス排出量

約１２６万t-
CO2削減

モニタリング及び取組内容の改善
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都市緑化等の推進都市緑化等の推進都市緑化等の推進

施策の概要

背景・課題・目標 政策手段

都市・地域整備局、同下水道部、大臣官房、同官庁営繕部、河川局、道路局、住宅局

行動計画

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

都市緑化等は、森林と並び温室効果ガスの吸収源となるとともに、ヒートアイランド
現象の緩和による熱環境改善に資することから、その意義や効果についての普及
啓発、多様な手法・主体による市街地や公共空間等の緑の保全・創出を推進

公共空間
等の緑化の
推進

・都市緑化等は、京都議定書第3条第4項に基づ
く「植生回復」として「森林経営」による吸収量
3.8%とは別枠で吸収量計上が可能。

・国民にとって最も身近な吸収源対策であり、普及啓
発効果が期待。

屋上緑化による温室効果ガス削減効果（0.5～
2.3万t-CO2）

【2010年度目標】

約74万t-CO２（基準排出量の0.06%)

・都市公園の整備、道路、河川・砂防、港湾、
下水処理施設、公的賃貸住宅、官公庁施設な
どにおける緑化の推進

・国際的指針に基づく吸収量算定手法の改善

・都市公園の確保、公共空間、官公庁施設、緑
化地域の活用等による建築物敷地内の緑化
の推進や民有緑地、都市農地の保全等により
地表面被覆を改善

公共空間
等の緑化

ヒートアイラン
ド対策による
熱環境改善

屋上緑化等
ヒートアイラ
ンド対策

第1約束

期間の
終了

温室効果ガス削減
（0.5～2.3万t-CO2）

温室効果ガス吸収
（約74万t-CO２）

１－７１－７ 温室効果ガス吸収源対策温室効果ガス吸収源対策

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○ ○

施策分野
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官庁施設のグリーン化等の先導的な取組官庁施設のグリーン化等の先導的な取組官庁施設のグリーン化等の先導的な取組

施策の概要

背景・課題・目標 政策手段

大臣官房官庁営繕部

行動計画

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

国の庁舎における太陽光発電・建物緑化等のグリーン化を集中的に推進する。

グリーン庁舎の整備、グリーン診断・改修、適正な運用管理の徹底の推進、空気調和設備
のライフサイクルエネルギーマネジメント（LCEM）手法の活用等に取り組む。

第1約束

期間の
終了

太陽光発電・
建物緑化の
整備

グリーン庁舎
の整備等

グリーン庁舎イメージ図 中央合同庁舎第７号館

・国民が一丸となって地球温暖化対策に取り組むため、先
進的な温暖化対策を政府自らが率先して導入することによ
り、地方公共団体や事業者、国民の自主的積極的な措置を
促し、社会全体を牽引することが求められている。

・政府の活動の拠点である庁舎については従前よりグリー
ン庁舎の整備を推進してきたところであるが、国民のモデル
となるとの観点から、京都議定書の約束期間終了までに、
太陽光発電・建物緑化等のグリーン化を集中的に進めるこ
ととされている。

・構造上・立地上不都合のない合同庁舎において太陽光発
電又は建物緑化を整備する。

・全ての新築庁舎をグリーン庁舎として整備するとともに既存
庁舎においては、グリーン診断の結果を踏まえた計画的なグ
リーン改修を実施する。

・保全業務支援システム（BIMMS-N）等の活用による施設の

適正な運用管理の徹底を推進する。

・空気調和設備の企画・設計・運用段階におけるライフサイク
ルエネルギーマネジメント(LCEM）手法の活用に取り組む。

・各府省・地方公共団体への協力、連携による省CO2化を推

進する。

１－８１－８ 新エネルギー・新技新エネルギー・新技
術の活用等による先導的取組術の活用等による先導的取組

１２０施設
で整備

（目標）

・平成24年度までに新たに約120施設で1,120kW の太陽
光発電及び10,495㎡の建物緑化を整備する。

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野
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ＩＴを活用した環境負荷低減（グリーンＩＴ）への取組ＩＴを活用した環境負荷低減（グリーンＩＴ）への取組ＩＴを活用した環境負荷低減（グリーンＩＴ）への取組

施策の概要

背景・課題・目標 政策手段

情報管理部

ITを活用して環境負荷の低減を目指す取り組みであるグリーンITを推進することにより、国

土交通分野における環境負荷低減を推進し、環境配慮型社会の構築を目指す。

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野

・政府の『重点計画－２００７』（平成19年7
月26日IT戦略本部決定）において、「社会
経済活動の環境負荷をITの活用により直接

的、間接的に最大限低減することを図る」と
されたところ。
・特にグリーンITについては、『京都議定書
目標達成計画』（平成20年3月28日閣議決
定）において、「ITによる社会の省エネ」を推

進するとされている。
・近年の社会情勢や技術進歩を踏まえ、国
土交通分野においてもＩＴを活用した環境負
荷低減の取り組みが重要。

【グリーンな交通体系への転換】
ＩＴ技術による公共交通機関の利便性向上により
環境負荷の小さい交通体系の実現を推進。
【物流の効率化・グリーン化】
ICタグの活用等によるSCMの推進により、物流

の効率化･グリーン化を推進。
【自動車交通流のグリーン化】
ITSを活用した交通流の円滑化により、自動車交

通流のグリーン化を推進。
【CO２発生源のグリーン化】

ＩＴを活用した海運のグリーン化や省エネ運転支
援システムの利用促進等の、CO２発生源のグ

リーン化を推進。

【物流の効率化･グリーン化】【グリーンな交通体系への転換】

ＩＴの
活用

【自動車交通流のグリーン化】

行動計画

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

グリーンＩＴ
の推進

2050年までに
温室効果ガス
排出量半減に

貢献

グリーンな交通体系への転換

物流の効率化・グリーン化

自動車交通流のグリーン化

１－８１－８ 新エネルギー・新技術新エネルギー・新技術
の活用等による先導的取組の活用等による先導的取組

効率的で
グリーンな
物流体系

ICタグの活用等によるSCMの推進モバイル交通情報提供
システムの導入

IC乗車券の導入

VICSの
普及促進

ETCの
利用促進

CO２発生源のグリーン化

環境配慮型の交通体系公共交通の利用促進

【CO２発生源のグリーン化】

省エネ運転
支援システム

交通流の円滑化 ＣＯ２発生源のグリーン化を推進

海運の
グリーン化
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２．温暖化に対応した社会の骨格づくり
（地球温暖化対策の中長期的な取組）

２－１ 低炭素型の都市・地域づくり

２－２ 低炭素型の交通・物流システムの構築

２－３ 気候変動への適応策

我が国から国際社会へ2050年までの世界全体の温室

効果ガス排出の半減を呼びかけるなど、ポスト京都議定
書を見据えた中長期的視点に基づく低炭素社会への転換
が課題となっており、集約型都市構造など低炭素型の都
市・地域づくり、ハードとソフトの両面を通じた交通・物流の
総合的なマネジメントを推進する。
また、地球温暖化の影響が、雨量変動幅の増大、海面

上昇等の形で顕在化しつつあり、気候変動に起因して増
大する渇水リスク及び災害リスクに対応するため、水資源
の総合的なマネジメント及び計画的な防災・減災対策を推
進する。
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集約型都市構造の実現集約型都市構造の実現集約型都市構造の実現

都市整備事業の推進、民間活動の規制・誘導などの手法を組み合わせ、様々な都市機能が集約
し、公共交通が中心となる集約型都市構造を実現する。

施策の概要

・ 集約型の都市構造を実現することにより、自
動車利用から公共交通への転換によるＣＯ２削
減等の環境改善効果が期待される。

・ 都市構造の変革に係る施策は、その効果の
発現には相当の期間を要するものであり、中長
期的な視野で大きな効果を実現するよう取組む
ことが重要。

背景・課題・目標

以下の施策を総合的に推進する。

・大規模集客施設等の都市機能の適正な立地の
確保

・中心市街地等の集約拠点の整備・活性化によ
る都市機能の集積促進

・公共交通を中心とした都市・地域総合交通戦略
の推進

政策手段

都市・地域整備局、総合政策局、道路局、鉄道局、自動車交通局

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

・都市機能の
適正な立地の
確保

・中心市街地等
の整備・活性化

鉄
道

中心市街地

LRT・BRT等の公共交通導入

歩行者空間P&R

C&R
駅

TT

ＬＲＴ BRT

★
★

★

市役所

基幹病院

大学

バス路線再編

ＬＲＴ :  次世代型路面電車

ＢＲＴ： 専用・優先ﾚｰﾝ走行による低床連節

ﾊﾞｽｼｽﾃﾑ等

P&R

C&R

T ：トランジットセンター

：サイクルアンドライド

バス路線再編

バス専用レーン

環状道路整備

都市・地域総合交通戦略の推進

大規模集客施設等の
適正な立地確保

：パークアンドライド

中心市街地等の
整備・活性化

交通結節点整備
行政界

都市圏

・都市・地域総合
交通戦略の
推進

中心市街地の整備
賑わいある歩行者空間の形成

公共交通軸沿線市街地の整備

２－１２－１ 低炭素型の低炭素型の
都市・地域づくり都市・地域づくり

都市計画法等
の一部改正

（平成19年度）

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野
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地区・街区レベルの包括的な都市環境対策の推進地区・街区レベルの包括的な都市環境対策の推進地区・街区レベルの包括的な都市環境対策の推進

集約型都市構造の実現に資する拠点的市街地等において、地区・街区レベルにおける包括
的な環境負荷削減対策を強力に推進する。

施策の概要

・我が国のＣＯ２排出量のうち、約１／２
が主として都市活動に起因しており、この
ＣＯ２排出量は顕著に増加する一方、吸収
源となる都市の緑は減少

・建築物や機器・設備など個別・単体対策
にとどまらない、都市政策として環境対策
に取り組むべきことが求められている

背景・課題・目標

・先導的都市環境形成促進事業により、計画
策定、コーディネート、社会実験・実証実験
等に対して支援

・先導的都市環境形成計画の認定を受けた地
区においては、既往事業の特例により包括的
な環境対策を推進

政策手段

都市・地域整備局

行動計画

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

・計画策定、
コーディネート
に係る支援

・社会実験に係
る支援

・既往事業の特
例に係る支援

２－１２－１ 低炭素型の低炭素型の
都市・地域づくり都市・地域づくり

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野
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住宅の寿命を延ばす「２００年住宅」に向けた取組住宅の寿命を延ばす「２００年住宅」に向けた取組住宅の寿命を延ばす「２００年住宅」に向けた取組

長期にわたって使用可能な質の高い住宅ストックを形成していくため、住宅の建設、維持
管理、流通、資金調達等の各段階において総合的な施策を講じる。

施策の概要

・地球環境問題の深刻化や、少子高齢化の進展によ
る社会福祉コストの増大が見込まれる等、新たな課
題への対応が必要。

・住宅の「量」は一定程度充足したものの、成熟社
会にふさわしい豊かな住生活が実感できているとは
言い難い状況。

・長期にわたって使用可能な質の高い住宅ストック
を形成し、環境負荷の低減や国民の住居費負担の軽
減を図る。

背景・課題・目標

・長期にわたり使用可能な質の高い住宅の普及促進の
ための法制度の整備

・住宅の長寿命化（「200年住宅」）促進税制の創設

・超長期住宅先導的モデル事業の実施

・住宅履歴情報の整備

・超長期住宅に対応した住宅ローンの開発

・超長期住宅推進環境整備事業の創設

政策手段

住宅局

行動計画

法制度の整備

促進税制の創設

先導的モデル事業の
実施

住宅履歴情報の整備

住宅ローンの開発

超長期住宅推進環境
整備事業の創設

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

長期にわたって使用可能な質の高い住宅ストックを形成長期にわたって使用可能な質の高い住宅ストックを形成

成熟社会にふさわしい豊
かさが実感できていない

・少子高齢化の進展による
福祉負担の増大

・地球環境問題
廃棄物問題の深刻化

ストック重視の住宅政策への転換 [＝住生活基本法の制定(H18.6)]

「つくっては壊す」フロー消費型の社会「つくっては壊す」フロー消費型の社会から、「いいものをつくって、き「いいものをつくって、き
ちんと手入れして、長く大切に使う」ちんと手入れして、長く大切に使う」ストック型社会ストック型社会への転換が急務

住宅の寿命を延ばす「２００年住宅」への取組の推進

・住宅の長寿命化（「２００年住宅」）促進税制の創設
（登録免許税・不動産取得税・固定資産税：現行特例の更なる軽減措置

・超長期住宅先導的モデル事業の創設 ・住宅履歴情報の整備
・超長期住宅推進環境整備事業の創設 ・超長期住宅に対応した住宅ローンの開発 等

耐久性、維持管理容易性、一定の省エネ性能等を備えた質の高い住宅の建築及び適切な維持保全の実施を促進するため、
・建築・維持保全に関する計画の認定制度を創設 等

法 律

予 算

税 制

住宅政策

２－１２－１ 低炭素型の低炭素型の
都市・地域づくり都市・地域づくり

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○ ○

施策分野

措置 運用

仕組みの整備と普及 運用

（引き続き検討）

※長期優良住宅
普及促進法案及
び関係法案が、第
169回国会へ提

出されたところ

長期優良住宅普及促進法に係る国会の審議を経て、公布から６月以内に施行

上の法律の施行の日に施行

平成２０年度創設・運用

平成２０年度創設・運用
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環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）の普及展開環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）の普及展開環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）の普及展開

公共交通機関の利用促進や自動車交通流の円滑化などにより環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）の
実現を目指す自発的な地域を支援し、ＥＳＴを全国規模で普及展開する 。

施策の概要

・地球温暖化防止のため、旅客部門の二酸化
炭素排出量増加の主因となっている自家用乗
用車への過度の依存を抑制する必要

・平成１６年度～１８年度にかけて、ＥＳＴの実現
を目指す先導的な地域をＥＳＴモデル地域とし
て２７箇所選定し、関係省庁、関係部局の連携
により集中的に支援を実施

・２７箇所のＥＳＴモデル地域による先導的取組
から、全国規模でのＥＳＴ普及展開へと転換を
図る手法の検討

・モデル事業の成果を踏まえ、ＥＳＴの実現に取
り組む地域を全国規模に普及展開

背景・課題・目標

・ＥＳＴモデル地域に選定されている地域に対
するフォローアップ

・平成１６～１８年度に実施したＥＳＴモデル事業の
成果をとりまとめ情報提供

・ＥＳＴを目指す取組の一層の普及を図るため
ＥＳＴ登録制度を創設し、各自治体の取組を広
く公表

・環境改善目標（ＣＯ２削減目標など）の達成
に向け、地域の特色を有効に活用した自発的な
取組に対し関係省庁が連携して支援

政策手段

総合政策局、都市・地域整備局、道路局、鉄道局、自動車交通局

行動計画

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

普及啓発

歩行者・自転車対策
・関連の基盤整備等

自動車交通流の円滑化
・道路整備等・交通規制等

低公害車の導入

低公害車等の導入

公共交通機関の利用促進
・通勤交通マネジメント
・ＬＲＴの整備・鉄道の活性化
・バスの活性化

ＬＲＴプロジェクトの推進

バスロケーションシステム

・ITSの推進（ETCの利用促進）
歩道、自転車道、駐輪場等の整備

環境教育の実施

・ＥＳＴ実現のため、以下のような取組を自発的に実施する地域に対し関係省庁が連携して支援

・モデル地域に
対するフォロー
アップ

・モデル事業成果
の情報提供

・ＥＳＴ登録制度

・新たな地域に
対する支援

20.4創設

成
果

成
果

登録地域より選定

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○ ○

施策分野

２－２２－２ 低炭素型の低炭素型の
交通・物流システムの構築交通・物流システムの構築
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港湾における温室効果ガス削減に向けた取組の推進港湾における温室効果ガス削減に向けた取組の推進港湾における温室効果ガス削減に向けた取組の推進

国際物流システムにおいて港湾は、海運・鉄道・道路を結びつける役割を果たしており、
港湾を中心とする「物流システムの変革」を促すことにより、港湾から排出される温室効果
ガスの削減だけでなく、国内全体の削減に貢献することが可能。

よって、港湾・航路・輸送モードの転換促進や、港湾活動における排出源対策等、港湾における
温室効果ガスの削減に向けた取組を推進する。

施策の概要

・港湾はトラック、船舶等の輸送の結節点であり、
我が国の輸出入貨物の99.7%は港湾を経由

・港湾活動及び港湾を通過する物流活動により、
大量の温室効果ガスを排出

・「物流システムの変革」を促すことにより、国内
全体の温室効果ガスの削減を目指す

背景・課題・目標

港湾局

行動計画

モーダルシフト
の推進に向けた
施設整備の推進

港湾活動におけ
る温室効果ガス
の削減の推進

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度２０年度取組内容

・内航海運、鉄道輸送等モーダルシフトの推進
に向けた港湾施設整備の推進

・荷役機械のハイブリッド化による省エネルギー
化、機能高度化による混雑緩和等による、港湾
活動から排出される温室効果ガスの削減の推
進

政策手段

港湾活動における省エネルギー化の推進（例）

0 50 100 150 200

トラック
（営業用）

内航海運

鉄道

（ｇ-ＣＯ２
／トンキロ）

１５３

３８

２１

１

４

１

４

１

７

１

７

モーダルシフトの効果
（輸送機関別のＣＯ２排出量原単位（１トンの貨物を１ｋｍ輸送したときのＣＯ２排出量）、２００５年度）

モーダルシフトは
ＣＯ２排出量削減に有効

コンテナの鉄道積み替え
はしけ輸送への転換

モーダルシフトの推進

荷役機械のハイブリッド化による燃料消費量低減

平成２０年度：
港湾からの温室効果ガスの
削減に関する検討会の実施

２－２２－２ 低炭素型の低炭素型の
交通・物流システムの構築交通・物流システムの構築

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野

改造
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水資源の総合的なマネジメントの推進水資源の総合的なマネジメントの推進水資源の総合的なマネジメントの推進

・水資源政策を、水資源開発から水資源の総合的なマネジメントへと転換する。

施策の概要

・水資源施設の老朽化等を背景とした事故
リスク、水質リスク、震災時の供給力低下
等の課題が顕在化。加えて、気候変動の進
行により、水利用の安定性の低下など水資
源に深刻な影響が及ぶことが懸念されると
ころ。

・従前の量的な充足を優先する方策から、
危機管理、質の重視、水環境への配慮、水
資源の有効活用、気候変動リスクへの対応
といった観点から水資源を総合的にマネジ
メントする施策に転換する。

背景・課題・目標

・国土審議会水資源開発分科会における検討
を経て、必要な制度的手当てを実施の上、水
系単位に、関係機関、地方公共団体等と調整
しながら、総合的な計画を策定して、具体的
なマネジメントを推進

政策手段

土地・水資源局水資源部

行動計画

・分科会に
おける検討、
必要な制度
的手当て

・具体的実
施

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

２－３２－３
気候変動への適応策気候変動への適応策

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野
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気候変動に伴う災害リスク増大への対応気候変動に伴う災害リスク増大への対応気候変動に伴う災害リスク増大への対応

施策の概要

背景・課題・目標 政策手段

地球温暖化に伴う気候変動による海面水位の上昇、豪雨や台風の強度の一層の増大、渇水の
深刻化等により増大する災害リスク変化に対し、災害に強い社会構造を構築するため適応策を立
案・実施する。

・我が国は沖積平野への人口・資産の集中やゼロメー
トル地帯の発達、台風や集中豪雨の発生する気候条
件など、自然災害に対して脆弱な国土環境。
・ＩＰＣＣ第４次評価報告書では、気候変動により水害や
土砂災害、高潮災害、海岸侵食、渇水被害等が増大・
頻発すると予測されており、国民の安全安心を確保す
るための施策が求められている。
・さらに同報告書では、「適応策と緩和策のどちらも、そ
の一方だけでは気候変化の影響を防ぐことができない
が、両者は補完し合い、気候変化のリスクを大きく低減
することが可能である」としており、災害リスクの増大へ
の対応を行う適応策と緩和策を車の両輪として、共に
進めていく必要。

・現在、国土交通大臣の諮問を受けて、社会資本整備審議会
河川分科会では、水関連災害分野における地球温暖化に伴
う気候変動への適応策のあり方について検討。

・また、交通政策審議会港湾分科会に防災・保全部会を設置
し、湾における中長期的なプログラムを検討。

・今後の観測データや知見の蓄積に応じてシナリオを修正し
ていく順応的なアプローチの採用しながら、適応策を実施。

・渇水リスクの増大に対応するため、多様な主体の連携に
よって、雨水、下水処理水等の都市が有する水資源を有効に
活用。

行動計画

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

気候変動に伴う災害リスクの増大への適応策の例

水門の自動化・水門の自動化・
遠隔操作化等遠隔操作化等 老朽化対策老朽化対策

高潮ハザードマップ高潮ハザードマップ

イメージ図

ピロティ構造の採用ピロティ構造の採用

危機管理対応を
中心とした適応策

危機管理対応を
中心とした適応策

地域づくりと一体と
なった適応策

地域づくりと一体と
なった適応策

施設による適応策施設による適応策

災害に強い社会
構造を構築する
ため適応策を
立案・実施

下水道幹線の整備下水道幹線の整備

適応策の検討

適応策の実施

河川分科会：適応策のとりまとめ
港湾分科会：港湾政策プログラム

中間報告

港湾分科会：港湾政策プログラム
とりまとめ

モニタリングとシナリオの修正モニタリングとシナリオの修正

再生水を雑用水再生水を雑用水
として利用として利用 高潮ハザードマップ高潮ハザードマップ

河川局、港湾局、都市・地域整備局下水道部

２－３２－３
気候変動への適応策気候変動への適応策

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野

3１

ダムの新設ダムの新設高規格堤防の整備高規格堤防の整備



３．負の遺産の一掃と健全な国土に向けた取組

３－１ 水質汚染対策

３－２ 大気質対策・騒音対策

３－３ ヒートアイランド対策
（都市の熱環境対策）

３－４ 水循環系の再構築
（水を介した物質循環を含む）

３－５ 自然共生と生物多様性の保全

３－６ 海洋・沿岸域環境の保全・再生

３－７ 環境に配慮した事業計画・実施

健全で良好な生活環境や自然環境が存在する美しい国

土を守り、次世代へと継承するため、水質、大気等の汚
染対策、都市の熱環境対策、水循環系の再構築、生物多
様性や海洋・沿岸域環境の保全など、継続した取組が必
要な環境問題への対応を着実に推進する。
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市街化
調整区域
600万人
(23%)

DID地区
1,300万人

(53%)

市街化
区域等※
1,600万人

(68%)

未線引区域
200万人
(9%)

約５割

約７割

約２割

約１割

下水道の整備による水質改善下水道の整備による水質改善下水道の整備による水質改善

施策の概要

背景・課題・目標 政策手段

都市・地域整備局下水道部

行動計画

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

公共用水域の水質改善に向けて、人口が集中した地区や水質保全重要な地区等における下水道整備を
重点的に進めるほか、閉鎖性水域における計画的・段階的な高度処理を推進し、また、合流式下水道の改
善対策の早期完了を図る。

・下水道未普地域の約半分は人口集中地区であり、
このような地区において重点的な下水道の整備が
必要。

・人口減少傾向や厳しい財政状況等を踏まえた手
戻りのない効率的な下水道の整備が必要。

・三大湾や指定湖沼等においては、依然として環境
基準を達成できていない状況であり、計画的・段階
的な高度処理の推進が必要。

・降雨時にし尿を含む未処理下水が放流される合
流式下水道については、早急な改善が必要。

・ＤＩＤ地区等人口が集中した地区等において、重点的
に下水道整備を推進

・低コストで手戻りのない新たな整備手法の導入を推進
（下水道未普及解消クイックプロジェクト社会実験）

・今後の人口減少傾向や厳しさを増す財政状況等を踏
まえ、下水道計画の見直しを推進

・平成１９年度に期間延伸した合流式下水道緊急改善
事業により、下水道法施行令に義務づけられている原
則平成２５年度末までの合流式下水道の改善達成に向
け、合流式下水道の改善対策を推進。

※下水道未普及地域の１／２は人口集中地区

＜下水道未普及地域の状況＞

ＤＩＤ地区等人口が
集中した地区等に
下水道の整備を
重点化

●埋設に係る費用が
不要となることにより、
低コストで早期の整
備を実現。

＜既存の水路空間を活用した露出配管＞

露出配管

●埋設に係る費用が
不要となることにより、
低コストで早期の整
備を実現。

＜既存の水路空間を活用した露出配管＞

露出配管

露出配管
露出配管

＜地域特性に応じた新たな整備手法の導入＞
（例）露出配管による早期かつ低コストな下水管の整備
埋設に係る費用が不要となることにより、低コストで早期の整備を実現。

→

下水道の未
普及対策

概ね１０年で人口が集中した地区や重要水域等における下水道整備を概成

合流式下水
道の改善

原則として平成２５年度までに合流式下水道の改善を達成

高度処理化
の推進

＜三大湾や指定湖沼の現状＞
公共用水域への窒素・
燐の過剰な流入により
植物プランクトンが異常
増殖することにより、赤
潮やアオコが発生

赤潮の発生（東京湾）

→計画的・段階的
な高度処理の推進

＜効率的な計画策定による着実な合流式下水道の改善＞

○雨天時に水域に排出される汚濁負荷量（ＢＯＤ）を

分流式下水道並みに削減

→未処理放流回数が約1/2となり、大腸菌、

_ ウイルス等による汚染の軽減にも効果

○ごみ、汚物等の流出防止

緊急改善対策の概要（下水道法施行令に基づく対策等）

３－１３－１ 水質汚染対策水質汚染対策

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○ ○

施策分野

モニタリング及び取組内容の改善
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沿道環境対策沿道沿道環境環境対策対策

長年環境基準を達成していない地区を中心に、早期の環境基準の達成に向け、関係機関と
連携しつつ、自動車単体対策等総合的な対策と相まった大気質対策を立案・実施。また、騒
音の厳しい箇所について、沿道の土地利用状況や騒音の要因等を踏まえた上で、関係機関
と連携しつつ、騒音対策を実施。

施策の概要

背景・課題・目標 政策手段

道路局

行動計画

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

オープンスペース化

15号堺線沿道

・大気質の改善を図るため、以下のような施策を実施。

大気質対策

大和町交差点

環境施設帯

対策後

対策前

交差点立体化・交差点改良

1.68

1.09
0.87

0

0.5

1

1.5

2

20 40 60

NOx排出量（g/km）

走行速度（km/h）

※対策前（H15.10）及び対策後
（H16.10）におけるNO2の月平均濃度

走行速度が向上により、

ＮＯｘ・排出量が減少

対策後

対策前

交差点立体化・交差点改良

1.68

1.09
0.87

0

0.5

1

1.5

2

20 40 60

NOx排出量（g/km）

走行速度（km/h）

※対策前（H15.10）及び対策後
（H16.10）におけるNO2の月平均濃度

走行速度が向上により、

ＮＯｘ・排出量が減少

バッファービル

建物防音

環境施設帯

低騒音効果のある
高機能舗装

低騒音効果のある
高機能舗装

新型遮音壁
新型遮音壁

建物防音

環境施設帯

遮音壁

遮音壁

高架裏面吸音板

バッファービル

建物防音

環境施設帯

低騒音効果のある
高機能舗装

低騒音効果のある
高機能舗装

新型遮音壁
新型遮音壁

建物防音

環境施設帯

遮音壁

遮音壁

高架裏面吸音板

騒音低減効果のある
低騒音舗装

騒音低減効果のある
低騒音舗装

遮音壁の設置

設置後：63dB（夜間）

（国道１号 大阪府枚方市）

設置前：74d（夜間）

騒音対策

・騒音環境の改善を図るため、以下のような施策を実施。

・二酸化窒素（ＮＯ２）ならびに浮遊粒子状物質 （ＳＰＭ）

いずれも順調に改善。
・沿道の騒音レベルは順調に改善。 しかしながら、依然

として、要請限度すら達成していない地区が存在。

地域の状況等を踏まえ、特に対策効果の高い地区につい
て、下記の取り組みを推進。

（目標）
・ＮＯ2の環境基準達成率
・夜間騒音要請限度達成率

・大気質の改善のため、自動車単体対策等総合的な取り
組みと相まって、環境施設帯やオープンスペース化、
交差点立体化・改良等を推進。

・騒音環境の改善のため、遮音壁の設置や低騒音舗装の
敷設等の対策を立案・実施。

３－２３－２ 大気質対策・騒音対策大気質対策・騒音対策

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野

※平成２０年度以降については、次期「社会資本整備重点計画」の
策定において検討を行う予定
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屋上等の緑化の推進屋上等の緑化の推進屋上等の緑化の推進

施策の概要

背景・課題・目標 政策手段

都市・地域整備局公園緑地課、住宅局、大臣官房官庁営繕部

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

ヒートアイランド現象の緩和を図るため、都市の熱環境対策として、屋上緑化・壁面緑化による
建築物敷地内など民有地等の緑化を推進する。

・緑化地域制度による規制の強化や、緑化施設整
備計画認定制度の活用による、民有地等における
緑化の推進。

・都市開発版「社会・環境貢献緑地評価システム
(SEGES)」の実用化を図り、開発事業における緑化
の推進を図る。

・屋上緑化等に関するコンクール等を通じた技術の
普及や情報の提供を推進。

・住宅・建築物の整備に関する各種事業において、
敷地の緑化等への補助等を実施。

・国の庁舎において建物緑化を集中的に推進する。

・京都議定書目標達成計画において、緑化等
ヒートアイランド対策による熱環境改善を通じた
都市の低炭素化のため、建築物敷地内等、新
たな緑化空間の創出が求められている。(屋上
緑化によるCO2削減効果0.5～2.3万t)

・ヒートアイランド対策大綱において、都市域に
おける水と緑の公的空間確保量の目標値を13
㎡/人(平成19年度まで)と設定し、建築物等の
敷地の緑化等による地表面被覆の改善を図る。

・緑化地域制度、
緑化施設認定
制度の活用

・コンクール等を通じた普及啓発

・普及啓発

【普及啓発】

・SEGESの
実用化

２０％
（３００㎡以上）

５０％以下

１５％
（３００㎡以上）

５０％を超え６０％以下

１０％
（３００㎡以上）

６０％を超え８０％以下

・緑化地域制度の活用 ・都市開発版SEGES
の実用化

・緑化施設整備計画
認定制度の活用

なんばパークス(大阪市) ソニーイーエムシーエス株式会社
幸田テック(愛知県額田郡)

【民有地等における緑化支援・推進】

アクロス福岡（福岡県福岡市）

行動計画

名古屋市
Ｈ２０年度運用開始予定

３－３３－３ ヒートアイランド対策ヒートアイランド対策

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○ ○

施策分野

※平成２０年度以降については、次期「社会資本整備重点
計画」の策定において検討を行う予定
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○健全な河川水環境を目指した新しい水質指標の設定、河川管理者による水量だけでな
く水質も含めた最適な配分の調整等により、水量と水質を一体的に管理し、持続可能な
水環境インフラを構築する。

・河川の水質は向上しているが、水の安全・
安心に対する不安や生態系・生活環境に関す
る課題が解消されておらず、住民の目から見
て河川全体としての魅力が向上したとは言
えない。
また、良質な水を求める水使用者が、水

質の悪い地点からの取水を強いられる場合
がある。

（目標）

住民のニーズに応じた適切な水質管理目標
を設けて水量･水質の一体管理により河川環
境改善を図り、豊かな生態系、安全・安心
な水を確保する。

・河川毎に、生態系、人の五感等の多様な視点
を含めた新しい水質指標を設定し、河川整備計
画等に反映させる。

・水量だけでなく水質にも配慮した取･排水シ
ステムを構築する。

・流水の正常な機能を維持するため必要な流量
（正常流量）の設定。

・発電ガイドラインに基づき水力発電に伴い河
川の流量が減少する減水区間の改善を図る。

・特定都市河川浸水被害対策法に基づく、河
川･流域指定並びに流域水害対策計画の策定、
雨水貯留浸透施設等の整備。

河川における水量・水質の一体管理河川における水量・水質の一体管理河川における水量・水質の一体管理

施策の概要

背景・課題・目標 政策手段

河川局

行動計画

新しい水質管理目標の設定
豊かなふれあいの確保、生態系の確保

取･排水システムの構築
水量だけでなく、水質にも配慮

減水区間の改善

雨水貯留浸透施設の整備

流量が著しく減少している減水区間の改善

水量･水質
一体管理

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

新しい水質指標
の設定

取･排水システム
の構築

正常流量の設定

減水区間の改善

雨水貯留浸透施
設等の整備

３－４３－４ 水循環系の再構築水循環系の再構築

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野
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流下方向

上水取水

浄化施設

水質悪化支川低水の浄化
＋堰下流流下

取水堰

本川水質の改善 良質な水質の確保

せせらぎ水路
の確保

地下水面の上昇

地下水涵養

平常時の流量の回復

流域における貯留浸透施設整備

雨水の流出抑制



総合的な土砂管理の取組の推進総合的な土砂管理の取組の推進総合的な土砂管理の取組の推進

人工構造物や人為的行為等による土砂移動の変化に起因する問題に対応するため、土砂管理
技術の検討・開発を進めるとともに、関係機関が連携して山地から海岸までの一貫した総合的な土
砂管理の取組を推進する。

施策の概要

•河床の低下、海岸侵食など土砂の流れに起因
する問題に対して、山地、河川、海岸等で個別
に対策を行うだけでは十分でない場合がある。

山地から海岸までの土砂の流れを改善すること
により、海岸侵食の抑制や河川環境の改善等
を実現。

背景・課題・目標

•透過型砂防えん堤の設置、ダムでの土砂バイパ
ス、砂利採取規制、海岸でのサンドリサイクル等
の取組を、連携方針の策定など連携を図り推進
する。

•河川・渓流における土砂移動、河川からの土砂
供給、沿岸域の漂砂、浚渫土砂の活用等の技術
開発を推進する。

政策手段

河川局、港湾局

行動計画

・土砂の流れ
を改善する
対策推進

・土砂管理技
術の開発推
進

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

●透過型砂防堰堤

●砂利採取規制
●サンドバイパス

透過型砂防堰堤

ダムの排砂
土砂バイパス

砂利採取規制

サンドバイパス

土砂の流れを改善する対策例 ●ダムにおける排砂

総合的な土砂管理の取組

３－４３－４ 水循環系の再構築水循環系の再構築

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野
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施策の概要

背景・課題・目標 政策手段

都市・地域整備局、同下水道部、河川局

行動計画

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

市町村の緑の基本計画や景観計画に基づく緑地環境整備総合支援事業の推進、
及び都市水路の再生・創出等の推進による水と緑のネットワーク形成を通じ、うる
おいあるまちづくりを支援するとともに、都市における生物多様性を保全

・第３次生物多様性国家戦略
・緑地環境整備総合支援事業等により、民有地緑
化の更なる推進のため建築物の屋上や敷地等へ
の支援

・地方公共団体による都市水路の再生保全に向
けたガイドブックの作成・周知

・雨水貯留浸透や下水処理水の再利用を推進す
る仕組みの構築

市民緑地市民緑地
都市公園都市公園

管理協定管理協定

都市公園都市公園（借地公園）（借地公園）

特別特別緑地保全地区緑地保全地区

緑地環境整備総合支援事業

雨水調整池

市街地

下水処理場

shopshop

公園等の
親水施設

教育施設での
ビオトープ整備

にぎわい空間
の創出

文文 環境用水の
取水

トンネル浸出水

都市内の未活用水

雨
水

再
生
水

地
下
浸
出
水

湧き水

湧
き
水

○緑地環境整備総合支援事業

多様な手法による緑地の確保に対し、総合的に支
援を行い、水と緑のネットワーク形成を推進

○都市水路モデル地域での検討

下水再生水、雨水貯留水、地下水等
を活用し、平常時の流量回復、水質
改善による計画策定及び整備を推進

○河川・湖沼の水質浄化対策の推進

環境整備事業において、水質悪化の
著しい河川・湖沼において底泥浚渫や浄
化導水、自然再生等の水辺環境改善対
策を推進

民有緑地の保全
と緑化の推進

都市水路の
再生・創出

雨水・下水処理
水を活用した水
辺空間の整備

・ヒートアイランド対策大綱
都市において緑地の保全を図りつつ、緑地や水面から
の風の通り道を確保する等の観点から水と緑のネット
ワーク形成を推進

・水と緑の公的空間確保量

民有地緑地民有地緑地

改修後

都市公園等の整備、都市空間等の緑化、水辺や湿地・干
潟の再生・創出により、水と緑にあふれる空間を確保

・環境整備事業により、水質悪化の著しい河
川・湖沼において底泥浚渫や浄化導水、自然
再生等の水辺環境改善対策を推進

平成19年11月に第3次生物多様性国家戦略が策定され
るとともに、平成22年には名古屋市において、第10回生
物多様性条約締約国会議（COP10)が開催される予定

国際生物
多様性年

名古屋

COP10開催

水と緑のネットワーク形成によるうるおいあるまちづくり水と緑のネットワーク形成によるうるおいあるまちづくり水と緑のネットワーク形成によるうるおいあるまちづくり３－５３－５ 自然共生と自然共生と
生物多様性保全の保全生物多様性保全の保全

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野

※平成２０年度以降については、次期「社会資本整備重点計画」の
策定において検討を行う予定

（目標）

・都市域における水と緑の公的空間確保量
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国営公園を拠点とした環境配慮行動の推進国営公園を拠点とした環境配慮行動国営公園を拠点とした環境配慮行動のの推進推進

国営公園において、地域社会や民間事業者等と連携した環境にやさしい取組を幅広
く行うことにより、国営公園を国民の環境配慮行動の拠点として、環境負荷の小さい
持続的な社会の形成に向けた社会機運を醸成する。

施策の概要

【背景】地球規模で深刻化する環境問題
･京都議定書目標達成計画（H20.3閣議決定）

･第二次循環型社会形成推進基本計画（H20.3閣議決定）

･第三次生物多様性国家戦略（H19.11閣議決定） 等

【課題】多様な主体の連携・協働により持続的な
社会を形成することが急務

【目標】国営公園において多様な主体の環境
学習やボランティア活動等を推進し、これ
らの普及・啓発を図り、国営公園を持続的
な社会の形成に向けた環境配慮行動の拠点
とする。

背景・課題・目標

・公園利用者、ボランティア・NPO、民間企
業、調査研究機関等の多様な主体による国
営公園での環境配慮行動を推進するための
ガイドラインを作成し、全国17箇所の国営
公園で取組を実施する。

・エコマネー等、国民一人一人の環境への配
慮と行動を促進する新しい社会システムに
ついて検討し、社会実験等の実施を通じて、
環境配慮行動の普及・啓発を図る。

政策手段

都市・地域整備局

行動計画

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

・ガイドライン
の作成

・社会実験等
の実施

・全国営公園
での取組推進

公園利用者
ボランティア

ＮＰＯ

民間企業等

国営公園での取組

・樹林地や水辺での環境学習
・自然、地域文化の体験 等

・ボランティア・ＮＰＯ等の支援
・社員研修でのボランティア活動 等

・自然環境再生活動の実践
・企業と連携した活動展開 等

国民一人一人の環境への配慮と行動を促進する
新しい社会システム（エコマネー等）の社会実験等を通じて

環境配慮行動の普及・啓発を図る

例）教育・研究機関との連携による
地 地域植物の増殖・育成活動

例）民間企業による
環 環境学習イベントの実施

大学等の
調査研究機関

・自然環境に関する調査研究
・先進的な教育活動 等

３－５３－５ 自然共生と自然共生と
生物多様性保全の保全生物多様性保全の保全

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野
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多自然川づくり多自然川づくり多自然川づくり

施策の概要

背景・課題・目標 政策手段

河川局

行動計画

多自然川づ
くり

自然再生事
業

河川におけ
る連続性の
確保

モニタリング

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来
有する生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出する「多自然川づくり」、過去の開
発等により失われた河川の良好な自然環境を保全・復元並びに創出する「自然再生事業」、河川の上
下流や河川と流域との連続性を確保するため、魚道の整備や流域の水路、田んぼなどとの連続性の確
保及び現況の適切なモニタリングにより、生物の生息・生育・繁殖環境の保全・整備を推進

○自然環境や景観に配慮した多自然川づくりを進めるため、
平成18年10月に「多自然川づくり基本指針」を策定

（目標）

○水辺の再生の割合
失われた自然の水辺のうち、回復可能な自然の水辺の中
で再生したものの割合
○湿地・干潟の再生の割合
失われた湿地や干潟のうち、回復可能な実地や干潟の中
で再生したものの割合

○多自然川づくり

「多自然川づくり」を、すべ
ての川づくりの基本として
実施

釧
路
川
→

旧川

○自然再生事業

過去に失われた自然環
境の保全・再生を推進

○河川における連
続性の確保

河川の縦横断方向
の連続性を確保

○生物の生息・生育環境を保全・再生する「多自然川づ
くり」を引き続き推進

○失われた良好な自然環境である湿地や干潟の再生
を図る「自然再生事業」を引き続き推進

○河川における連続性を確保するため、魚道の整備や
流域の水路、田んぼなどとの連続性の確保を引き続き
推進

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜

｜
｜
｜
｜

河川における連続性の確保

多自然川づくり

自然再生事業

○生態系保全を効果的に行うため、河川環境の適切な
モニタリングを推進

３－５３－５ 自然共生と自然共生と
生物多様性保全の保全生物多様性保全の保全

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野

「多自然川づくり
基本指針」を策定

（18年10月）

※平成２０年度以降については、次期「社会資本整備重点計画」の
策定において検討を行う予定
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全国海の再生プロジェクト全国海の再生プロジェクト全国海の再生プロジェクト

施策の概要

背景・課題・目標 政策手段

港湾局、都市・地域整備局下水道部、海上保安庁

行動計画

東京湾再生

大阪湾再生

伊勢湾再生

広島湾再生

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

東京湾、大阪湾等の閉鎖性海域の水質改善に向けて、関係省庁及び関係地方公共団体等が連携
して、水質環境改善のための行動計画を策定し、総合的に施策を推進する

・都市再生プロジェクト第三次決定（平成13年12
月）及び国土交通省環境行動計画（平成16年6
月）を受けて、関係省庁及び関係地方公共団体
等が連携し、東京湾、大阪湾、伊勢湾及び広島
湾の各湾において、湾再生行動計画を策定し、
同計画に基づき総合的に施策を推進している。

・各海域において行動計画に基づく施策を推進
しているものの、閉鎖性海域全体としての水質
改善効果は短期間では現れにくい。

・引き続き、各湾における目標達成に向けて、
総合的かつ着実に施策を推進していく。

各種施策の連携

海域における
ゴミ回収

海域環境の改善

モニタリング
啓発活動

合流式下水道の改善
下水高度処理の推進

陸域からの汚濁
流入負荷の削減

・汚水処理施設の整備、下水道高度処理の導入、
合流式下水道の改善、河川の浄化対策 等

・汚泥浚渫、覆砂、干潟・藻場等の整備、深掘跡の
埋戻し、浮遊ゴミの回収 等

・モニタリング、モニタリングデータの共有化・発信
等

・シンポジウム、セミナー等の啓発活動、環境学習
等

中間評価

中間評価

中間評価

中間評価

・施策の進捗状況について毎年フォローアップし、3
年ごとの中間評価では必要に応じて行動計画を見
直す。

中間評
価
最終評
価

３－６３－６ 海洋・沿岸域海洋・沿岸域
環境の保全・再生環境の保全・再生

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○ ○

施策分野
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良好な海域環境の保全・再生・創出良好な海域環境の保全・再生・創出良好な海域環境の保全・再生・創出

施策の概要

背景・課題・目標 政策手段

港湾局

行動計画

・干潟の再生
・深掘跡の埋戻し
・覆砂
・汚泥浚渫
・環境に配慮した
港湾施設の整備

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

良好な海域環境を保全・再生・創出するため、港湾整備により発生する浚渫土砂を有効活用した干
潟の整備、三大湾に点在している過去の土砂採取による深掘跡の埋戻し及び覆砂を推進する。また、
水質悪化が著しい運河等における汚泥浚渫を推進する。

生物多様性が適切に保たれ、社会経済活動を自然に
調和したものとし、様々な自然とのふれあいの場や機会
を確保することにより、恵みを将来にわたって享受でき
る自然共生社会の構築が必要

（目標）
・失われた湿地や干潟のうち、回復可能な湿地や

干潟の中で再生したものの割合
・湾内青潮等発生期間の短縮

・港湾整備により発生する浚渫土砂を有
効活用した干潟の整備、深掘跡の埋め戻
し及び覆砂

・海底に堆積した汚泥の浚渫

・環境に配慮した港湾施設の整備

潮干狩りで賑わう干潟
（三河港）

消波ブロックに生息するサンゴ
（那覇港）

干潟に生息する生物
（尾道糸崎港）

３－６３－６ 海洋・沿岸域海洋・沿岸域
環境の保全・再生環境の保全・再生

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野

深さ
約20m

幅約2km

海底面

三大湾の深掘跡容量：約12,000万m3

【東京湾の例】
深掘跡容量：約9,000m3

東京湾の深掘跡の例

○深掘跡の埋め戻し

深掘跡の埋戻しにより
貧酸素水塊の発生を抑制

○干潟の再生

再生した干潟は水質浄化機能を持ち、
多様な生物の生息場となる

※平成２０年度以降については、次期「社会資本整備重点計画」の
策定において検討を行う予定
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漂流・漂着ゴミ対策漂流・漂着ゴミ対策漂流・漂着ゴミ対策

施策の概要

背景・課題・目標 政策手段

行動計画

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

・近年、外国由来のものを含む漂流・漂着ゴミによる海岸
機能の低下や環境・景観の悪化等の深刻化が懸念されて
いる。

・河川においては、近年多くのゴミが河川巡視で確認され
ている一方、河川に捨てられた散乱ゴミ等が、海域に流出
し、漂流・漂着ゴミの一部にもなっている。

・平成１９年度に「災害関連緊急大規模漂着流木等処理対
策事業」の対象を「流木等」に限らず「漂着ゴミ」に、また、
補助対象となる処理量を漂着量の「７０％」から「１００％」
に拡充したところ。

・巡視、市民との連携による清掃活動、普及啓発活動等を継
続。
・ゴミを分類・分析し、ゴミの発生源、発生形態を把握。
・上記調査を踏まえた、詳細な「ゴミマップ」を作成。
・地域のチラシへの織り込み等、更に効果的な啓発・周知を
実施。
・広範囲にわたり堆積した海岸漂着ゴミや流木等を処理する
ため、「災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業」の
対象範囲を拡大し、広域にわたる「複数の海岸」の関係者が
協働して一体的・効率的に処理を行うこと等ができるよう制度
を拡充。
・船舶航行の安全を確保し、海域環境の保全を図るため、東
京湾、伊勢湾、瀬戸内海、有明・八代海（港湾区域、漁港区
域を除く）において、海面に浮遊するゴミや油の回収を実施。

・海岸関係者協

働による一体的・
効率的な処理

●「災害関連緊急大規模漂着流木等処理
対策事業」の対象範囲を拡大

河川局、港湾局

外国由来を含む漂流・漂着ゴミによる海岸機能の低下や生態系を含めた環境・景観の悪化、船舶
の安全航行確保や漁業の被害等近年深刻化し、18年４月に、関係省庁の局長級による「漂流・漂着
ゴミ対策に関する関係省庁会議」が設置され、19年３月に当面の対策がとりまとめられた。これを踏

まえ、関係機関と緊密な連携を図り、漂流・漂着ゴミに対する実効的な対策を推進する。

※平成２０年度に「災害関連緊急大規模漂着流木等処理 対策事業」の対象範囲を拡大

・河川・海域に
おける漂流・漂
着ゴミへの取組

●閉鎖性海域における浮遊ゴミや油の回収

東京湾
伊勢湾

瀬戸内海

有明・
八代海域

海洋環境整備船「べいくりん」

「がんりゅう」

ゴミ回収状況

●市民との連携による清掃活動

NPO等による海岸清掃

拡充後

対
象
範
囲

1,
00
0m

3 以
上

※関係者が協働して一
体的・効率的に処理

C海
岸

D海
岸

B海
岸

A海
岸

拡充前

B海
岸

対
象
範
囲

1,
00
0m

3 以
上

※個々の管理者が処理

A海
岸

C海
岸

D海
岸

海岸関係者協働による
一体的・効率的な処理

３－６３－６ 海洋・沿岸域海洋・沿岸域
環境の保全・再生環境の保全・再生

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○

施策分野
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計画策定プロセスにおける環境の内在化計画策定プロセスにおける環境の内在化計画策定プロセスにおける環境の内在化

施策の概要

大臣官房

行動計画

それ以降２４年度２３年度２２年度２１年度平成２０年度取組内容

公共事業の計画策定プロセスにおける構想段階の計画づくりにあたって、住民
参画の促進や技術・専門的検討との有機的な連携のもと、環境面を含む様々な観
点からの総合的な評価・判断を実施することで、豊かな環境の保全・形成と地域
のより良い暮らしづくり向けた取り組みを行う。

・ガイドラインに基

づく事業の実施等

・事例の蓄積等

３－７３－７ 環境に配慮した事環境に配慮した事
業計画・実施業計画・実施

地球温暖化対策 生物多様性 循環型社会 公害対策等

○ ○

施策分野

公共事業の構想段階における計画づくり

にあたっては、住民参画の下で、環境面は

もとより、社会面、経済面等の様々な観点

から総合的な評価・判断を行い、より良い

計画を策定していく必要がある。

このため、平成２０年４月に『公共事業

の構想段階における計画策定プロセスガイ

ドライン』を策定したところ。

背景・課題・目標

『公共事業の構想段階における計画策定プロ

セスガイドライン』にもとづいた取り組みを

推進する。

また、本ガイドラインに基づく具体的な事

業の実施事例を収集・蓄積し、評価を行った

上で、より良い計画づくりに向けてガイドラ

インの見直しを行う。

政策手段

コミュニケーション手法
の選択

住民・関係者等の
対象範囲の把握

住民参画促進

計画検討の発議

事業の必要性の確認
と課題の共有等

複数案の設定

複数案の比較評価

計画の決定

計画案の選定

評価項目の設定
（社会面・経済面・環境面等）

計画検討手順技術・専門的検討

段階に応じた双方向コ
ミュニケーションの実施

検討の実施

検討内容の整理

各検討項目の評価等

検討結果の公表

計画策定者が実施する内容

構想段階における計画策定プロセスの体系図

事例等を踏まえた
ガイドラインの見直し

「公共事業の構想段階仁段
階における計画策定プロセ
スガイドライン」の策定
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